
は　じ　め　に

　１９８６年「ピープル・パワー政変」によりフィリピンが民主化してから２０

年以上が経過した。この間フィリピンは，マルコス権威主義体制（１９７２～

８６年）以前同様のアメリカ型大統領制への復帰と市民的諸権利の保障を定

めた新憲法を制定し，　３ 度（９２，９８，２００４年）の大統領選挙で平和裏に政

権を交代し，　７ 度（８７，９２，９５，９８，２００１，０４，０７年）の上下院・地方

（州および市町レベル）選挙を経験した。上下院・地方選挙とは年度をずら

して実施されるバランガイ（基礎的コミュニティ）選挙を合わせれば，民

主化後のフィリピンではほぼ毎年のように選挙を経験したことになる。他

方で，現行政治制度の内在的構造的問題点１）や軍部の政治的影響力の残存，

選挙における自由度への疑念２）もしばしば指摘されている。この意味で，
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　１）　この一例として，２００１年のエストラーダ（Joseph Estrada）大統領退陣劇以降
盛んに論じられるようになった大統領制の構造的問題が挙げられる。それによる
と，現行憲法下でのフィリピン大統領制では，議院内閣制における不信任のよう
なものがなく，弾劾裁判制度も不十分であるため，無能で腐敗した大統領を交代
させる法的手段に欠けている。したがって大統領への反対運動は，（エストラーダ
を退陣に追い込んだ「エドサ　２ 」のように）超法規的な政権交代へと向かわざる
を得ないが，これは軍部の影響力の増大や政治社会の分裂を拡大する可能性があ
るという。こうした懸念が，近年論議を呼んでいる憲法改正による議院内閣制導
入論の下地になっている。Jurgen Ruland, “Constitutional Debates in the 
Philippines: From Presidentialism to Parliamentalism?”, Asian Survey , vol. ４３, no. ３
（２００３） . Alexander R. Magno, “Philippines: Trauma of a Failed Presidency”, 
Southeast Asian Affairs ２００１ （Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ２００１）.

　２）　この一例として，左翼活動家や政府に批判的なジャーナリストを標的とした
国軍・警察による政治的殺人の問題が挙げられる。あるフィリピンの人権保護団
体によると，そうした「超法規的殺人」の数は，２００１年から０６年　６ 月の間で６８４人 →
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リンツおよびステパンによる基準――（大前提となる「国家」それ自体の存

続は別として）自由かつ競合的な選挙の実施と政治指導者による民主的統

治３）――に照らし合わせるかぎり，現代フィリピンで政治体制（言い換えれ

ば手続）としての民主制が定着したとは言い切れない。むしろそれはまだ

移行期，あるいは定着途上過程にあると言うべきであろう４）。

　民主制，あるいはより広く政治体制の業績（パフォーマンス）の考察に

おいては，経済成長や社会経済的平等の達成，国民統合の程度，社会的政

治的暴力の抑制，政治的安定性など，さまざまな指標が使用されてきた。

これらの指標に，議会による立法活動の動向を加えることも可能であると

思われる。民主制における議会が，（少なくとも理念的には）選挙を通じ

て国民各層の利益を代表し，立法という形で政策として産出（アウトプッ

ト）する制度である以上，その機能や作動の如何は，民主制のパフォーマ

ンスや発展状況を考察する上で有効な一指標になると考えられる。それで

―　　―56469（469）

にも上るという。Newsbreak, July ３, ２００６, pp. １６–１９.
　３）　Juan J. Linz and Alfred Stepan, “Toward Consolidated Democracies”, in Larry 
Diamond and Marc F. Plattner, The Global Divergence of Democracies （Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, ２００１） , pp. ９３–９６.
　４）　例えばユーは，国軍が依然として有する政治的影響力や少数有力エリートへの
政治権力の集中，それを反映してのフィリピン国民の民主主義に対する信念のゆ
らぎ等を指摘している。その上で，フィリピンの民主主義を，複数の政党が選挙
において競合するが，個人・集団の権利の保障や軍部へのシビリアン・コントロー
ルといった自由民主主義的条件を欠いた「選挙民主主義（Electoral Democracy）」
であるとし，自由民主主義への移行段階にあると論じている。Samuel C. K. Yu, 
“Political Reforms in the Philippines: Challenges Ahead”, Contemporary Southeast 
Asia, vol. ２７, no. ２（２００５） ．またリナンタッドは，２００４年（大統領・上下院・地方）
選挙における選挙委員会（COMLEC）の非効率と選挙不正の横行，国軍による人
権侵害や選挙介入，政治ボスとその私兵の存在と選挙暴力などを指摘している。
その上でフィリピンを，民主主義は達成されているが自由主義の進展がそれに付
随していない「非自由主義的民主主義（Illiberal Democracy）」の状態にあると論じ
ている（同時に，こうした「古い問題」の存在と同時に，COMLEC以外の民間
選挙監視・集計組織の多様化，下院政党リスト方式（後述）導入による代表基盤
の拡大など「新しい枠組」がフィリピンに出現しつつあることも指摘している）。
John L. Linantud, “The ２００４ Philippine Election: Political Change in an Illiberal 
Democracy”, Contemporary Southeast Asia, vol. ２７, no. １ （２００５） .

→



は，民主化以降のフィリピン議会は，どのような立法をどの程度行ってき

たのだろうか。この問いに答えることが本稿の目的である。

　以下，まず独立後フィリピンの議会史と，現行の８７年憲法体制における

議会制度を概観した後，現行民主体制における議会の立法動向を，立法数

や制定した法律の種類，利益の性質およびそれらの会期間での変化などの

観点から整理　･ 考察する。

　１ 　フィリピン議会史概観

（１）アメリカ植民地期から１９３５年憲法体制期

　米西戦争後のパリ条約（１８９８年）によってスペインからフィリピンを獲

得し，フィリピン革命軍によるマロロス共和国樹立（１８９９年）などの抵抗

を平定したアメリカは，１９０１年までの軍政期以降，比較的早い時期に選挙

や議会といった民主主義制度・自治制度をフィリピンに導入する。これは，

アメリカは征服者ではなく，自由や正義などを実現する「友人」としてフィ

リピンを領有するという「友愛的同化」イデオロギーの反映であると同時

に，原住民有産階級エリートの協力を取りつけるという政治的事情や，植

民地経営の安価化という経済的理由によるものでもあった。

　フィリピンにおける議会の歴史は，１９０７年開設のフィリピン議会にさか

のぼる。スペイン統治期の任官経験や財産，識字能力などに基づく制限選

挙で選出されたこの議会が，現在の下院の原型である。上院については，

１９１６年アメリカ議会で成立したジョーンズ法（フィリピン自治法）により，

行政府であったフィリピン委員会が改組される形で開設された。なお，国

家建設という観点で見ると，フィリピンでは自治の実施や議会の設置が進

められることはあっても，例えばインドネシアやベトナムといった他の東

南アジア植民地とは異なり，中央集権的な官僚機構が整備されることはな

かった。「国家なき議会制」と呼ばれるゆえんである５）。ジョーンズ法では，
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　５）　藤原帰一「フィリピン政治と開発行政」福島光丘（編）『フィリピンの工業化：
再建への模索』アジア経済研究所，１９９０年。
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安定政権の樹立を条件とした将来的なフィリピン独立も規定されており，

３４年には１０年間の独立準備（コモンウェルス）期間を経ての独立を定めた

ダイディングス＝マグダフィー法が成立する。同法を受けて憲法制定会議

が招集され，７２年までのフィリピン民主体制を規定する１９３５年憲法が制定

された。

　同憲法は，議会について以下のように規定していた。上院は，全国区で

選出される２４名の定員からなり，　６ 年任期で２年ごとに８名ずつ選出され

た。下院は小選挙区で選出され任期は４年，定数については１２０名を上限と

すること以外には憲法には特段の規定はなかった。議会の機能・権限には

立法と非立法的なものとがあり，後者には条約批准権（上院のみ），宣戦

布告権，憲法改正案の提出権，正副大統領や最高裁判事への弾劾件，選挙

裁判所としての機能，政府長官や国軍上級将校，外交官などに関する人事

任命権などが含まれていた。

　大統領との関係については，法制度的には大統領のもとに権限が集中す

る傾向にあった。大統領は議会に対して教書提出権や拒否権，歳出予算提

出権などを有していた一方で，議会には大統領が勧告した歳出予算を増額

することが認められていなかった。その他にも，大統領には，一般の立法

や大統領の指定する特別議題を審議するために特別国会を召集する権限や，

非常事態時の命令規則制定権も認められていた６）。しかし議会の側にも，

前述の人事任命権などを通じて，大統領の権力やリーダーシップを制約す

る余地が残されていた７）。

（２）マルコス権威主義体制期

　１９７２年９月，第７代大統領フェルディナンド・Ｅ．マルコスはフィリピ

ン全土に戒厳令を布告する。いわゆる「マルコス体制」の樹立である。戒

―　　―58467（467）

　６）　作本直行「フィリピンの権威主義体制と統治構造」『アジア経済』第２６巻第１０号
（１９８５年）７６頁 –７７頁。
　７）　矢野秀徳「伝統的エリート民主主義の『復権なき復活』：戦後フィリピン政治体
制変動に関する一試論」『北大法学論集』第５４巻第　１ 号（２００３年）３０３頁 –３１２頁。



厳令の布告に当たって，マルコスは国内における共産主義勢力の台頭と脅

威を理由として強調した。しかし，６８年に結成された（中国派）フィリピ

ン共産党と，その軍事部門である新人民軍の戒厳令当時の勢力は，国内治

安への脅威と呼ぶには程遠いのが実態であった。共産党と新人民軍の勢力

が伸張するのは，むしろマルコス体制期においてである。動機に関するか

ぎり，戒厳令の布告は，６９年に大統領再選を果たし，さらに３５年憲法の大

統領三選禁止規定を超えて政権を延長しようとするマルコスの政治的野心

によるものだったといえる。

　戒厳令下で制定・承認された７３年新憲法により，従来のアメリカ型大統

領制は議院内閣制に変更された８）。議会と選挙は停止され，行政権と立法権

は，現職大統領・首相としてのマルコスに集権化された。すなわち，旧議

会に代わる暫定国民議会が召集され（それは現職大統領の権限とされた），

そこで暫定大統領と暫定首相が選出されるまでは，現職大統領が旧憲法の

大統領権限と新憲法の大統領・首相権限を保持するとともに，公布する全

ての宣言や布告，命令，通達等は国内法となることが規定されたのである。

　戒厳令という強権的措置を前に，多くの反マルコス派議会政治家は沈黙

を余儀なくされた。しかし，暫定国民議会に関する規定が新憲法に明記さ

れている以上，その召集を求める声が高まるのも当然の成り行きであった９）。

そこでマルコスは，７６年に憲法を再度改正し，７８年，（暫定国民議会ではな

く）暫定バタサン・パンバンサ（同じく国民議会の意）という形で議会制

を再開させる。

　暫定バタサン・パンバンサは，権限と構成の両面で無力な「ラバースタ

ンプ」であった。まず，現職大統領・首相としてのマルコスの立法権は引

き続き保証された一方で，首相選出・罷免権，大統領選出権，条約締結権
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　８）　同憲法は，１９３５年憲法には規定のなかったレファレンダムという手続によって
「承認」された。議院内閣制への政体変更は，旧憲法の大統領三選禁止規定をクリ
アするための法律的措置であった。
　９）　暫定国民議会は，現職正副大統領や，同議会議員となることを表明した旧上下
院議員などから構成されると規定された。
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など，７３年憲法で暫定国民議会に与えられていた諸権限は暫定バタサン・

パンバンサからは除外された。構成については，大統領・閣僚任命分３５名

を除く１６５議席が公選部分に当てられた。戒厳令下ではあったが，野党勢力

にもある程度の選挙活動の自由が認められた。反マルコス陣営の筆頭と見

なされ，戒厳令後に逮捕されたベニグノ・アキノは獄中から野党連合『国

民の力』（ラバン）を結成し選挙戦に臨んだ。だが，政府と野党勢力の間

での選挙資源，すなわちパトロネージ配分資源やメディアの利用可能度の

格差は歴然としており，また政府による選挙不正・選挙干渉も手広く行わ

れた。選挙期間中にしばしば優勢が報じられたラバン党が，マニラ首都圏

選挙区においてイメルダ・マルコス率いる与党『新社会運動』（KBL）に敗

北，２１人の候補者全員が落選したのは，選挙不正・操作によるものと広く

信じられた。マルコス側にとって「無害」と見なされたいくつかの地域政

党による獲得分を除いて，１５０議席を KBLが獲得し，暫定バタサン・パン

バンサはマルコス側の「翼賛議会」にすぎなくなった。

　マルコスは８１年に戒厳令を解除し，「正常化」に着手するが，共産党と新

人民軍の勢力拡大，マルコス自身の健康不安と後継者問題，第二次石油危

機以降の経済不況といった政治的不安定要因が顕在化しつつあった。そこ

に８３年８月，「ベニグノ・アキノ暗殺事件」が発生したことで，既成野党や

社会運動勢力による反マルコス運動が高揚し，フィリピンは未曾有の政治

危機に突入する。こうした状況下で８４年に選出・召集されたのが（正規）

バタサン・パンバンサであった。同選挙では，与野党間の選挙資源の格差

は依然として明白であったが，民間選挙監視団体『自由選挙国民運動

（NAMFREL）』の活動や１０），選挙の公正化を求めるアメリカからの外的圧力，

アキノ事件後急速に高まったフィリピン社会の反マルコス感情が，野党勢

力への追い風となった。とりわけ，マルコスの「不正義」に自らの「道徳

―　　―60465（465）

１０）　同選挙で NAMFRELは，全国に１５万人にものぼる選挙監視員を配置するとと
もに，政府の選挙委員会とは独立した投票集計機関を設置した。Richard J. Kessler, 
“Politics Philippine Style, Circa １９８４”, Asian Survey, vol. ２４ no. １２ （１９８４） , p. １２１８.



的正当性」を対置し，両者を善悪二元論的に区別する選挙戦術が功を奏し，

野党勢力は１８３の議席に対して５９議席を獲得（マニラ首都圏では改選２１議席

に対し１６対５で野党が勝利）するなど大きく躍進した。

　しかし野党勢力にとって，バタサン・パンバンサは依然として政治的に

無力な機関であった。そもそも７６年の憲法改正において，戒厳令解除後も

引き続き大統領・首相に立法権を与える旨が規定され，マルコスはこの権

限を行使し続けた。 ８１年のさらなる憲法改正により，政体がフランス第５

共和制型の混合政体に改められた際には，拒否権や議会解散権など，７３年

憲法下での主だった首相権限は大統領に移譲された。他方，議会による不

信任は首相に対してのみに限られた。大統領であるマルコスは議会を超然

し，議会はそれに従属するという関係となった。このように，戒厳令解除

にもかかわらず，野党勢力にとってフィリピン議会は政治改革の推進手段

とはなりえなかったのである。

（３）民主化以降

　１９８６年２月「ピープル・パワー革命」によりマルコス体制は崩壊し，コ

ラソン・アキノが新大統領に就任する。アキノが掲げた最重要課題の一つ

が，正義や民主主義の回復１１）――アキノの「民主主義」は本質的に保守的

で「手続的・形式的民主主義」の枠を出るものではなかったが――という

意味での旧体制からの脱却であり，マルコス時代の旧憲法を廃止し新憲法

を制定することはその一環であった。

　同年３月，アキノは大統領布告３号により暫定憲法を公布し，バタサ

ン・パンバンサと首相職の廃止，および新憲法下で議会が召集されるまで

は大統領が立法権を行使するとした。次いで４月，同布告９号により，新
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１１）　これは，アキノ大統領による初の執行命令（Executive Order）第　１ 号が「大統
領善政委員会（Presidential Commission of Good Governance）」の創設，同第　２ 号
が同委員会によるマルコス夫妻および一族らの不正蓄財の管理凍結処置であった
こと，また布告（Proclamation）第　２ 号がフィリピン全土での人身保護令停止措置
の撤廃であったことからも伺える。
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憲法制定会議の創設を宣言する。憲法制定という作業の重要性と緊急性，

予算・財政上の理由，およびアキノ政権が（バタサン・パンバンサにおけ

る当選宣言という旧憲法で規定された手続を経ず）国民からの「信任」に

より成立したという正統性根拠を反映して，制憲議会議員は選挙ではなく，

アキノ大統領による任命によって決定された。そして制憲議会は，保守派，

左翼勢力，カトリック教会，社会運動勢力など幅広い勢力から構成された。

これは，「オールド・エリート」と呼ばれた戒厳令以前からの保守的有力政

治一族，中道的政党政治家，人権派弁護士グループ，さらには（前体制最

終局面でアキノ陣営に合流した）国軍造反勢力など，「虹の連合」と呼ばれ

るほど多様な勢力の連合体であったアキノ政権の性格を反映したものであっ

た１２）。新憲法は，８７年２月の国民投票において圧倒的多数で批准された。

　その具体的な内容については，制憲議会では新たな政府形態として議院

内閣制の導入も含めた議論がなされたが，最終的には１９３５年憲法同様のア

メリカ型大統領制に復帰することとなった。ただし，議会の構成や権限に

ついてはいくつかの変更点がある。まず，上院は定数２４名，　６ 年任期（３

年ごとに半数改選）で全国区選出，下院は定数２５０名以内，　３ 年任期で小選

挙区選出とされ，それぞれ連続２選および連続３選までという任期規定が

設けられた。これはマルコス時代の反省に立ち，公職の私物化・政治王朝

化を抑止する目的で定められたものである１３）。次に，下院定数のうちの

２０％を，新たに設けられた「政党リスト制（party-list system）」選挙区分と

して，全国・地域・職能政党および組織の名簿から選出するとした（得票

率２％につき１議席，　１ 党あたり３議席を上限とする）１４）。貧困層や社会内

―　　―62463（463）

１２）　Far Eastern Economic Review, ５ June, １９８６, pp. １６–１８.
１３）　一方で，政治王朝化を抑制するはずの任期制限が，（例えば父に代わって息子が
立候補するという形で）かえって政治王朝の出現を促進しているという指摘もあ
る。Benjamin N. Muego, “The Philippines in ２００４: A Gathering Storm”, Southeast 
Asian Affairs ２００５（Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ２００５）, pp. 
２９６–２９９. なお，大統領は任期　６ 年，再選は禁止とされた。

１４）　ただし，当初　３ 期（１９９８年）までは，そのうちの半分を労働者，農民，都市貧 →



の周縁的セクターなど，従来の選挙方式では国政に手の届かなかった勢力

にも参加の機会を拡大しようというこの制度は，前体制末期からの市民社

会の拡がりを反映したものであり，また民主主義の裾野を広げることを企

図したものでもある１５）。最後に，各省庁大臣や大使，国軍上級将校の任命

に際して議会の人事任命委員会の承認を要するという３５年憲法の規定が再

び採用されたことに加え，前体制の反省から，議会による大統領権力への

抑制措置が盛り込まれた。大統領による非常時の人身保護令停止と戒厳令

の布告は認められたが，大統領は布告後４８時間以内に議会に対し報告する

義務を負うとされ，さらに議会は過半数の票決でそれらを取り消すことが

できるとされた（その際大統領は拒否権を行使できず，また戒厳令および

人身保護令停止の期間も６０日以内に制限された）。大統領による外国借款も，

通貨委員会と議会（の立法）による制約を受けることとなった。

　２ 　現代フィリピンにおける立法動向

　民主化以降のフィリピンでは，１９８７年５月の新憲法下最初の議会選挙か

ら２００７年３月までの間に，　６ 会期の議会が召集・開催されている（表１）。
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困層，少数民族（indigenous cultural communities），女性，青年，その他（宗教を
除く）各セクターから選出するとされた。

１５）　Temario C. Rivera, “Transition Pathways and Democratic Consolidation in Post-
Marcos Philippines”, Contemporary Southeast Asia, vol. ２３, no. ３ （２００２） , pp. ４７８–４９０. 
他方で，１９９８年選挙では，新しい選挙制度であるにもかかわらず有権者や選挙委
員会への教育・周知徹底が不十分であったため無効票も目立ち，また多くの参加
政党・組織が　２ ％基準を超えられず，５２議席中１３議席しか配分されなかった。
Gabriella R. Montinola, “Parties and Accountability in the Philippines”, Journal of 
Democracy, vol. １０, no. １ （１９９９） , pp. １３６–１３８.  また，政党リスト制による小政党の
多くが，既成政党との取引や連合を行ううちに懐柔され，非党派的で改革志向的
な存在であるべきという制度導入時の趣旨・期待が歪められているという問題点
も指摘されている。Luz Rimban, “In Search of Alternatives”, in Sheila S. Coronel, 
Yvonne T. Chua, Luz Rimban and Booma B. Cruz, The Rulemakers: How the Wealthy 
and Well-Born Dominate Congress（Quezon City: Philippine Center for Investigative 
Journalism, ２００４） , pp. ２３８–２４１.

→



修道法学　３１巻　１号

この間フィリピン議会は，どのような法律を制定してきたのだろうか１６）。

 

（１）全体の概観

　同議会で制定された法律は２８３０件にのぼる１７）。その内容は多岐にわたる

が，本稿では各法律の分野・目的・対象領域に着目し，分類を試みた（表

２）。これに従い，２８３０件の法律を分類したものが表３である。これによる

と，全立法のうちでは教育・学校に関するもの（Ａ），地方政府に関連するも

の（Ｂ），病院・医療に関するもの（Ｃ），各種事業に対する操業認可とその延

長に関するもの（Ｄ）の占める割合が比較的高い。これら４分野を合計すると

表１　フィリピン議会会期
備　　　　　考会　　期議　会

１９８７．５　上下院選挙
移行措置として大統領・議会任期延長１９８７．７～１９９２．３第８議会

１９９２．５　大統領・上下院選挙１９９２．７～１９９５．３第９議会
１９９５．５　上下院選挙１９９５．７～１９９８．３第１０議会
１９９８．５　大統領・上下院選挙１９９８．７～２００１．３第１１議会
２００１．５　上下院選挙２００１．７～２００４．３第１２議会
２００４．５　大統領・上下院選挙２００４．７～２００７．３第１３議会

（出所）筆者作成。
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１６）　本 研 究 で は 原 資 料 と し て，フ ィ リ ピ ン 下 院 ホ ー ム ペ ー ジ（HP） 
（http://www.congress.gov.ph/download/ra.php） を参照した（２００７年　６ 月１２日最
終ダウンロード）。ここには，第　８ 議会から第１３議会までの立法名，条文，立案し
た院（origin），大統領署名日が掲載されている。ただし，特に第１３議会分を中心
に，下院 HPに掲載されていなかった立法があり，その分については官報
（Official Gazette, Republic of the Philippines）およびフィリピン大統領府 HP
（http://www.op.gov.ph/directives/ra.asp）から可能なかぎり補足した。なお，下
院 HPはその後更新されている。制定立法一覧の新しいアドレスは 
http://www.congress.gov.ph/index.php。

１７）　下院・大統領府HP，および官報のいずれからも名称が把握できず，「番号飛び」
になっているものもいくつか存在する。これらについては考察の対象から除外し
た。以下本稿では，少なくとも法律名が把握できたものについてのみ考察の対象
とする。また，所定の手続を経て議会を通過し成立した法律のみを分析の対象と
しており，審議途中で廃案に追い込まれるなど不成立の法案については扱ってい
ない。



２１６８件となり，全立法中の７６．６％を占めている。この４分野について詳細

に見ると，学校・教育関連分野（Ａ）はさらに学校の創設（Ａ １），学校の改組

（Ａ ２），学校の名称変更（Ａ ３），教育政策その他（Ａ ４）にそれぞれ関連するも
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表２　分野・目的による立法の分類
概　　　　　　　要分　　野記号

学校（大学含む）の創設・改組・改名，教育政策，教員人事学校・教育Ａ
州市町バランガイの創設・名称・領域，自治政府，地方政府法など地方政府Ｂ
病院の創設・改組・改名・増床，医療政策病院・医療Ｃ
放送局・電話通信会社・航空運輸会社等への操業認可とその延長操業認可Ｄ
橋や道路の命名・建設，通信施設・公園・水道関連インフラ関連Ｅ
人事組織と施設国軍・警察Ｆ
司法制度，裁判所の設置，犯罪取締，治安維持司法・治安Ｇ
選挙制度（全国・地方）選挙Ｈ
労働政策労働・雇用Ｊ
特定個人に対する市民権の付与，人権に関する規定，勲章の授与市民権Ｋ
芸術文化，科学技術，スポーツ，娯楽芸術文化Ｌ
税制，予算，通貨政策税制・財政Ｍ
観光政策，地方観光ゾーン指定観光Ｎ
政府人事，行政サービス，行政手続，国会政府・国会Ｐ
工業地区・特別経済区創設，エネルギー，産業育成と規制，消費者保護など通称産業Ｑ
農林漁業政策，農地改革，農村開発，食糧政策農林漁業Ｒ
都市計画，住宅・建築政策，土地政策，交通都市・住宅Ｓ
社会福祉，災害罹災者支援社会保障Ｔ
家族法，ジェンダー家族Ｕ
環境政策，地方環境保護区・自然保護区等の指定環境Ｖ
全国的祝日・記念日の制定全国的祝日Ｗ

その他・不明Ｘ

（注）分類時，数字との混同を避けるため，ＩおよびＯは除外した。
（出所）筆者作成。

表３　立法分野ごとの件数と比率（第８～第１３議会通算）
比率件数比率件数比率件数比率件数
　０．２　　　５Ｕ０．７　２０Ｎ２．１５９Ｇ３９．２１１１１Ａ
　０．７　２１Ｖ１．０　２９Ｐ１．６４４Ｈ　９．６　２７３Ｂ
　０．３　　　８Ｗ４．５１２８Ｑ０．８２３Ｊ１４．１　３９９Ｃ
　０．４　１２Ｘ１．２　３５Ｒ０．８２２Ｋ１３．９　３９２Ｄ

１．０　２７Ｓ１．２３４Ｌ　２．７　７６Ｅ
１００．０２８３０計０．８　２２Ｔ２．２６１Ｍ　１．０　２９Ｆ

（注）比率については小数点以下第２位を四捨五入。以下同様。
（出所）筆者算出。
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のに分類できる１８）。地方政府関連分野（Ｂ）については，地方政府の新設や統

合（Ｂ １），名称変更（Ｂ ２），祝日の制定（Ｂ ３），上級政府への昇格（Ｂ ４），境界

や領域の変更（Ｂ ５），自治区・自治政府関連（Ｂ ６），地方政府法など（Ｂ ７），そ

の他（Ｂ ８）に分類が可能である１９）。病院・医療関連（Ｃ）は，病院の設立（Ｃ １），

病院の改組（Ｃ ２），病院名の変更（Ｃ ３），病院ベッド数の増床（Ｃ ４），医療政

策（Ｃ ５）に分類されうる２０）。操業認可に関するものとしては，テレビ・ラジ

オ局など放送局に対するもの（Ｄ １），電話通信業に対するもの（Ｄ ２），航空・

運輸業に対するもの（Ｄ ３），その他の事業体に対するもの（Ｄ ４）がある２１）。

―　　―66459（459）

１８）　具体例として，Ａ １ については共和国法（Republic Act, RA）７１１４号「イサベラ
州内ケソン町にケソン・ハイスクールを設立する法律」など，Ａ ２ については RA 
８２３８号「ダバオ州マラグサン町内マパワ・バランガイ・ハイスクールをマパワ国
立ハイスクールに転換する法律」など，Ａ ３ については RA ７７９５号「アルバイ州リ
ガオ町内リガオ技術職業訓練ハイスクールをリガオ国立ハイスクールに改名する
法律」など，Ａ ４ については RA ６７２９号「私立学校の学生と教員に対する政府支援
を定める法律」および RA ７８３６号「教育実習に対する規制と監視を強化し教員免
許試験を規定する法律」などがある。

１９）　具体例としては以下の法律があげられる。Ｂ １ については RA ８４７０号「ダバオ・
デ・ノルテ州からコンポステラ・バレー州を分離新設する法律」など，Ｂ ２ につい
ては RA ８２４３号「イロコス・スール州バンタイ町内サラコン・バランガイの名称
をサン・マリアノ・バランガイに変更する法律」など，Ｂ ３ については RA ９２０３号
「カミギン州カターマン町において毎年　８ 月１５日を『カターマン・デー』として特
別休日とする法律」など，Ｂ ４ については RA ８７５５号「ブラカン州マロロス町をマ
ロロス市に転換する法律」など，Ｂ ５ については RA ９０３２号「パラワン州クリオン
町の領域を拡大する法律」など，Ｂ ６ については RA ８４３８号「コルディエラ自治地
方を創設する法律」およびムスリム・ミンダナオ自治地域関連法など，Ｂ ７ につい
ては１９９１年地方政府法とその改正法などがある。

２０）　具体例として，Ｃ １ については RA ６８５２号「ロンブロン州ローク町に町立病院を
創設する法律」など，Ｃ ２ については RA ８２５５号「スリガオ市スリガオ・デル・ノ
ルテ州立病院を地方訓練病院に転換する法律」など，Ｃ ３ については RA ６７７１号
「ベンゲット州ボコド町デニス・モリンタス町立病院の名称をデニス・モリンタス
記念病院に変更する法律」など，Ｃ ４ については RA ７１７４号「マニラ首都圏ケソン
市キリノ記念医療センターベッド数を２００から２５０へ増床する法律」など，Ｃ ５ につ
いては RA ８５０３号「健康調査を促進し，この目的のために国立健康研究所を設立
する法律」などがある。

２１）　具体例は，Ｄ １ については RA ８１９５号「デスティニー・ケーブル社に対し商業 →



これらの内訳を示したものが表４・５・６・７である。学校・教育関連分

野では学校の創設と改組，地方政府関連分野では祝日の制定と上級政府へ

の昇格，病院・医療関連分野ではベッド数の増床，操業認可関連では放送

局と通信業への操業認可の占める比率が比較的高くなっている。とりわけ

目立つのは，学校の創設（５２９件）と改組（３５３件），病院の増床（２０４件），

放送局への操業認可（２３７件）に関する立法件数の多さであり，これらの全

立法件数（２８３０件）に占める比率はそれぞれ１８．７％，１２．５％，７．２％，
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目的でのテレビ放送システムの設立・建設・維持・操業免許を授与する法律」な
ど，Ｄ ２ については RA ８１９８号「ユニコーン・コミュニケーション社に商業用移
動・固定電話システムの建設・設立・維持・操業免許を与える法律」など，Ｄ ３ に
ついては RA ８３３９号「エア・フィリピン社に国内・国際航空運輸サービスの設立・
操業・維持免許を授与する法律」などである。

表４　学校・教育関係立法の内訳（第８～第１３議会通算）

比　率件　数小　　分　　類
　４７．６　５２９学校の創設Ａ １
　３１．８　３５３学校の改組Ａ ２
　１７．９　１９９学校の名称変更Ａ ３
　２．７　３０教育政策・その他Ａ ４
１００．０１１１１計

（出所）筆者算出。

表５　地方政府関連立法の内訳（第８～第１３議会通算）

比　率件　数小　　分　　類
　１１．４　３１地方政府の新設・統合Ｂ １
　８．４　２３地方政府の名称変更Ｂ ２
　４２．８１１７地方政府の祝日制定Ｂ ３
　２９．３　８０上級政府への昇格Ｂ ４
　１．５　４境界・領域の変更Ｂ ５
　２．２　６自治区・自治政府関連Ｂ ６
　２．６　７地方政府法・公職者資格・交付金関連Ｂ ７
　１．８　５その他Ｂ ８
１００．０２７３計

（出所）筆者算出。

→
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８．４％となる。民主化以降のフィリピンでは，全立法の約３分の１（３１．２％）

が学校の創設と改組に向けられていた計算になる。

　次いで，法律の発案が上下院いずれの議会でなされたのかを示したのが

表８である。これによれば，発案の圧倒的多数は下院で行われており，そ

の比率は９割を超えている。比率の多寡はともかく，成立した法案の多く

が下院で発案されているという傾向は，戒厳令以前と同様である２２）。

　続いて，立法の利益の「性格」に関する分析に移りたい。マルコスによ

る戒厳令布告以前の１９３５年憲法下の民主体制時代から，フィリピン議会は

全国的・一般的利益にかかわる立法よりも，地方特殊的・個別的利益にか

かわる立法に精力を注いでいると評価されてきた。１９７０年時点でのフィリ

ピン国会議員との面接に基づく調査によれば，彼らはアメリカやカナダの

―　　―68457（457）

表６　病院・医療関連立法の内訳（第８～第１３議会通算）

比　率件　数小　　分　　類
　２６．４１０５病院の創設Ｃ １
　８．５　３４病院の改組Ｃ ２
　８．０　３２病院名の変更Ｃ ３
　５１．１２０４ベッド数の拡大Ｃ ４
　６．０　２４医療政策Ｃ ５
１００．０３９９計

（出所）筆者算出。

表７　操業認可関連立法の内訳（第８～第１３議会通算）

比　率件　数小　　分　　類
　６０．４２３７放送局（テレビ・ラジオ）への操業認可Ｄ １
　３０．４１１９電話通信業への操業認可Ｄ ２
　３．８　１５航空・運輸業への操業認可Ｄ ３
　５．４　２１その他Ｄ ４
１００．０３９２計

（出所）筆者算出。

２２）　Robert B. Stauffer, The Philippine Congress: Causes of Structural Change 
（California: Sage Publications, Inc, １９７５） , p. １３, Table １.



国会議員と比べて，立法活動そのものよりも，出身地域や選挙区などの各

地域への個別的利益配分を自身の職務と考える傾向が強かった２３）。また，

７０年の時点では，両院で提出された法案のうち約５６％，実際に議会を通過

した法案のうちの約６２％が特殊利益関連のものであった２４）。フィリピン議

会のこうした性質は，改革をおざなりにし，全国的　･ 長期的展望に欠ける

パトロネージ配分者というフィリピン政治エリート像を形成（あるいは補

強）するとともに，しばしば批判の対象となってきた２５）。

　この点について，民主化以降のフィリピン議会はどうだろうか。集計・

分類方法の違いから２６），先ほど挙げた１９７０年時点での分類比率とは単純に
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表８　発案元（第８～第１３議会通算）

比率（％）発案数
　７．７　２１８　上　院
　９２．３２６１１下　院
　０．０　　１不　明
１００．０２８３０計

（出所）筆者算出。
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２３）　S. E. Frantzich, “A Comparative Study of Legislative Roles and Behavior” （Ph. 
D. Dissertation: University of Minnesota, １９７１） . Cited in Stauffer, The Philippine 
Congress, p. １２.

２４）　Ibid, pp. １３–１４. 比率については，p. １４の Table 　１ から筆者算出。
２５）　フィリピンでは，政策能力や政治的見識ではなく，パトロネージやネポティズ
ムの配分によって集票を行う伝統的寡頭政治家は，批判的意味合いをこめて「ト
ラポ」と呼ばれる。「トラポ」とは “traditional politician”を略した政治的俗語で，
タガログ語では「ぼろ雑巾」の意味もある。

２６）　本稿では，制定された法律の表題をもとに，当該法律が個別の地方（州・市・
町・バランガイ）およびそこに位置する諸機関（行政機関や学校，病院など）に
かかわるものである場合（注１８でのＡ １～Ａ ３，注１９でのＢ １～ Ｂ ７，注２０でのＣ １～
 Ｃ ４ など），あるいは個別の業界や企業にかかわるもの（注２１で示したＤ分野すべ
て）である場合，その法律を地方特殊利益志向と分類した。反対に，当該法律が
特定の地域や業界を対象とするのではなく，全国一律な適用を目指したものであ
る場合（例えば注１８でのＡ ４と注２０でのＣ ５ の他，１９９１年地方政府法や刑法改正，
知的所有権法，大気汚染防止法など）を一般的利益志向として分類した。注２３で
挙げたスタウファーの研究では，個別特殊利益（particularistic）と普遍的利益
（universalistic）の相違について明確な記述はないが，筆者と概ね同様の意味で使 →
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比較できないが，表９が示すように，地方的あるいは個別的な特殊利益に

関する立法の占める割合は依然として高く，全体の８割を超えている。こ

の範疇に分類される法律のうちで数が多いものは学校の創設（５２９件）や改

組（３５３件），放送局への操業認可（２３７件），病院増床（２０４件）などである

―　　―70455（455）

表１０　一般利益と地方特殊利益の比率
　　　（上下院別，第８～第１３議会通算）

全体内比率院内比率法律数法律の性質
　６．３　８２．１　１７９一般利益

上　院
　１．３　１６．５　　３６特殊利益
　０．１　１．４　　３不　　明

１００．０　２１８小　　計
　９．８　１０．６　２７６一般利益

下　院
　８２．４　８９．３２３３２特殊利益
　０．１　０．１　　３不　　明

１００．０２６１１小　　計
　０．０　　　１不　　明不　明
１００．０２８３０合　計

（出所）筆者算出。

表９　一般利益と地方特殊利益の比率
（第８～第１３議会通算）　　

比率（％）立法数
　１６．１　４５６一　　般
　８３．７２３６８地方特殊
　０．２　　６不　　明
１００．０２８３０計

（出所）筆者算出。

われていると思われる。もっとも，全ての法律が上記の二分法で明確に分類しき
れるというわけではないし，スタウファーも指摘するように，法律の表題をもと
に分類するという方法は信頼性に欠ける要素もあるが，全体的・一般的な傾向を
示す上ではある程度有効なのではないかと思われる。Stauffer, The Philippine 
Congress, pp. １２–１５ and nn. ９.

→



（表４～７参照）。フィリピン議会が全体的に，一般的・全国的利益よりも

地方的・個別的利益を志向しているという傾向は，民主化以降も継続して

いるといえる。この点をより詳細に，上下院別に検討したものが表１０であ

る。上院が発案した法律については，その約８割が一般的・全国的利益を

志向したものとなっているのに対し，下院が発案した法律の場合，約９割

が地方的・個別的利益を志向したものとなっている。上院（全国区から選

出），下院（大部分が地方選挙区から選出）ともに，選出方法から期待され

る利益代表のあり方を概ね果たしていると言えよう。

　以上，民主化以降の第８議会から第１３議会までの間，フィリピン議会が

制定してきた法律について，量，発案元，代表的な種別，代表する利益の

性質を概観してきた。次は，会期間での連続や変化について論じる。

（２）連続と変化

　まず，会期ごとの立法数についてみると（表１１），第８議会制定のそれが

最も多い。戒厳令以降自律性を失い，抑圧されていた利益表出機能が反動

として一気に噴出した感がある。この第８議会だけで民主化以降の全立法

のうちの約３分の１（２８３０件中９７４件，３４．５％）を制定している。その後は

ほぼ一貫して減少傾向にあり，第１３議会になるとその比率は５．７％（同１６１

件）であり，第８議会の６分の１程度しかない。第８議会の立法数が例外
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表１１　立法数の推移
　　　　　（第８～第１３議会別）

比率（％）立法数議　会
　３４．５　９７４第８議会
　１８．９　５３６第９議会
　２０．２　５７３第１０議会
　１４．７　４１５第１１議会
　６．０　１７１第１２議会
　５．７　１６１第１３議会
１００．０２８３０計

（出所）筆者算出。
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表１２　分野別立法数の推移（第８～第１３議会別）
第８～第１３議
会間の差異計第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会分野

　－３３７　１１１１　　　１７　　　１７　２１７　２８９　２１７　３５４Ａ －２５．７　３９．２　１０．５　　９．９　５２．３　　５０．４　　４０．４　　３６．３　
　－３４　　２７３　　　３９　　　１５　　　６３　　　４３　　　４０　　　７３Ｂ 　１６．７　９．６　２４．２　　８．８　１５．２　　７．７　７．５　７．５
　　３２３　　３９９　　６　　６　　０　　　２５　　　３３　３２９Ｃ －３０．１　１４．１　３．７　３．５　０．０　４．４　６．２　３３．８　
　－３９　　３９２　　　１３　　　３０　　　４１　１２８　１２８　　　５２Ｄ 　　２．８　１３．９　８．１　１７．５　　９．９　２２．３　　２３．９　　５．３
　　－６　　７６　　　１７　　　１６　　８　　２　　　１０　　　２３Ｅ 　　８．２　２．７　１０．５　　９．４　１．９　０．３　１．９　２．４
　－１１　　２９　　３　　５　　１　　３　　３　　　１４Ｆ 　　０．５　１．０　１．９　２．９　０．２　０．５　０．６　１．４
　　１０　　５９　　１５　　　１９　　１　　９　　　１０　　５Ｇ 　　８．８　２．１　９．３　１１．１　　０．２　１．６　１．９　０．５
　　－８　　４４　　６　　４　　８　　５　　７　　　１４Ｈ 　　２．３　１．６　３．７　２．３　１．９　０．９　１．３　１．４
　　－３　　２３　　３　　１　　２　　３　　８　　６Ｊ 　　１．３　０．８　１．９　０．６　０．５　０．５　１．５　０．６
　　　２　　２２　　５　　３　　２　　５　　４　　３Ｋ 　　２．８　０．８　３．１　１．８　０．５　０．９　０．７　０．３
　　－４　　３４　　３　　５　　６　　８　　５　　７Ｌ 　　１．２　１．２　１．９　２．９　１．４　１．４　０．９　０．７
　　－８　　６１　　８　　５　　９　　９　　　１４　　　１６Ｍ 　　３．４　２．２　５．０　２．９　２．２　１．６　２．６　１．６
　　　２　　２０　　４　　０　　０　　１　　　１３　　２Ｎ 　　２．３　０．７　２．５　０．０　０．０　０．２　２．４　０．２
　－１６　　２９　　２　　２　　１　　３　　３　　　１８Ｐ 　－０．６　１．０　１．２　１．２　０．２　０．５　０．６　１．８
　－２２　　１２８　　３　　　２４　　　３５　　　１８　　　２３　　　２５Ｑ 　－０．７　４．５　１．９　１４．０　　８．４　３．１　４．３　２．６
　　－５　　３５　　６　　３　　３　　６　　６　　　１１Ｒ 　　２．６　１．２　３．７　１．８　０．７　１．０　１．１　１．１
　　－２　　２７　　３　　５　　５　　５　　４　　５Ｓ 　　１．４　１．０　１．９　２．９　１．２　０．９　０．７　０．５
　　－２　　２２　　３　　２　　２　　４　　６　　５Ｔ 　　１．４　０．８　１．９　１．２　０．５　０．７　１．１　０．５
　　－１　　　５　　０　　１　　０　　２　　１　　１Ｕ 　－０．１　０．２　０．０　０．６　０．０　０．３　０．２　０．１
　　　０　　２１　　３　　４　　　１０　　１　　０　　３Ｖ 　　１．６　０．７　１．９　２．３　２．４　０．２　０．０　０．３
　　－１　　　８　　１　　３　　１　　１　　０　　２Ｗ 　　０．４　０．３　０．６　１．８　０．２　０．２　０．０　０．２
　　－５　　１２　　１　　１　　０　　３　　１　　６Ｘ 　　０．０　　０．４　０．６　０．６　０．０　０．５　０．２　０．６
　－８１３　２８３０　１６１　１７１　４１５　５７３　５３６　９７４

計 １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０

（注）上段は立法数，下段は会期内全立法数に占める割合。
（出所）筆者算出。



的に多いということを勘案しても，数的観点からすると，フィリピン議会

の「仕事量」は減少しているということになる。

　だが，その減少の仕方は必ずしも単純ではない。表２で挙げた A～ Z

の全ての立法分野が，一様・均等に立法数と全立法中に占める比率とを減

少させたわけではない。つまり比較的大きく立法数を減らした分野とそう

でない分野があるということなのだが，では，立法数の漸減は，主にどの

立法分野での減少によるものなのであろうか。この手掛かりとなるのが，

分野ごとの立法数と全立法におけるその比率との会期間変化をまとめた表

１２である。これによると，第８議会から第１３議会にかけて立法数が特に大

きく減少している上位５分野はＡ（学校　･ 教育，３３７減），Ｃ（病院・医療，

３２３減），次いでＤ（操業認可，３９減），Ｂ（地方政府，３７減），Ｑ（通商産

業，２２減）である。とりわけＡ・Ｃの両分野における減少は大きく，第８

議会から第９議会にかけて，および第８議会から第１３議会にかけてはそれ

ぞれ合計して４３３減と６６０減となっている。前者の数字は，第８議会から第

９議会にかけての全立法の減少数（４３８減）とほぼ同数であり，後者は，第

８議会から第１３議会にかけてのそれ（８２６減）の約８０％に相当する。した

がって，民主化以降のフィリピン議会における立法数減少という現象の相

当部分は，これら２分野での立法数の減少によって説明されうると思われ

る。

　これに対して，立法数を（比較的目立つ形で）増加させたのは，全期間

について見るとＧ（司法・治安関連，１０増）のみである。短期的に立法数

を増加させた分野もあるが（第８議会から第９議会にかけてのＤ分野（７６

増），第９議会から第１０議会にかけてのＡ分野（７２増），第１０議会から第１１

議会にかけてのＢ分野（２０増）など），その全てが全期間中では立法数を減

少させている。

　このように，ほとんど全ての分野が全会期にわたって立法数を減少させ

ているが，その「減り方」のペースは一様ではない。表１３は，全分野の中

でも比較的立法数の多いＡ，Ｃ，Ｄの３分野の立法数と全ての立法数とに
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ついて，第８議会以降の推移をグラフ化したものである。このうち，Ａの

増減パターンは全立法数のそれとほぼ連動している（相関係数 r ≒０．９４）の

に対し，Ｃは第８議会から第　９ ，１０議会にかけて急減した後は「低値安定」

化している（全立法数の増減との相関係数は r ≒０．８５）。またＤの立法数は，

第８議会から第９議会にかけて全体の立法数が急減するなかでも増加して

いる（相関係数 r ≒０．４３）。

　次いで，各会期における立法の内訳の増減や変化について論じよう。表

１２に戻り，単純に第８議会と第１３議会を比較すると，全立法において占め

る割合（表中下段の数値）の変動が比較的大きいのはＣ（病院・医療，

３０．１％減），Ａ（学校　･ 教育，２５．７％減），Ｂ（地方政府関連，１６．７％増），

Ｇ（司法・治安維持関連，８．８％増），Ｅ（インフラ関連，８．２％増）である。

Ａ分野は第８議会から波上の増減を繰り返した後の第１１議会から第１２議会

にかけて，Ｃ分野は第８議会から第９議会にかけて，それぞれ比率を大き

く減少させている。Ｂ分野は第１０議会以降，Ｑ分野は第１１議会以降，Ｄ分

―　　―74451（451）

表１３　立法数の推移（Ａ・Ｃ・Ｄ）分野，第８～第１３議会）

　　（出所）筆者算出。



野は全期間にわたって波上の増減を経験し，Ｅ分野は第１１議会以降に比率

を急増させている。その他の分野の占める比率は，立法数同様「低値安定」

の状態にある。

　こうした増減の結果，第１２議会以降は，それ以前と比較して，突出して

大きな割合を占める立法分野が減り，全体として比率が「平準化」される

傾向にある。第８議会ではＡ・Ｃの両分野で会期内全立法の７０％以上を，

第１０・第１１議会ではＡ分野だけでその５０％以上を占めていたのに対し，第

１２議会になると上位２分野（Ｄ・Ｑ）で約２９％，第１３議会では上位３分野

（Ｂ・Ａ・Ｅ）でも約４５％を占めるに過ぎない。

　立法の発案元の変動については，若干ながら上院の占める割合が増大し

つつある（表１４）。第８議会以降，４～８％台で推移してきた上院発案立法

の比率は，第１２議会で大きく上昇している。その裏返しとして，下院発案

立法が占める比率は，第１２議会において急落している。しかし第１３議会に

はそれは第１０議会とほぼ同程度の水準に戻っており，下院発案立法の比率

の減少がトレンドになっているとまではいえない。むしろ，第１２議会を例

外と見なすべきといえよう。

 

　立法の性質，すなわち一般的・全国的利益を志向した法律か，あるいは

地方的・特殊利益を志向した法律かに関しても，同様に第１２議会で変化が

表１４　発案元の変化（第８～第１３議会）

第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会
　　　１７　　　３７　　　１８　　　５０　　　３６　　　６０上　院 　１０．６　　２１．６　　４．３　８．７　６．７　６．２
　１４４　１３４　３９７　５２３　５００　９１３下　院 　８９．４　　７８．４　　９５．７　　９１．３　　９３．３　　９３．７　
　　０　　０　　０　　０　　０　　１不　明 　　０　　０　　０　　０　　０　０．１
　１６１　１７１　４１５　５７３　５３６　９７４

合　計 １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０

（注）上段は発案数，下段は会期内に占める割合。
（出所）筆者算出。
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見られる（表１５）。一般的・全国的利益を志向した法律が全立法に占める割

合は，第１１議会（１１．３％）から第１２議会（３２．７％）にかけて２０％以上増加

した。第１３議会ではその比率は低下したものの，第１１議会以前と比べても

高い水準にある。地方特殊利益志向法律はその逆の状態にある。

　では，このような変化は，上院と下院のどちらの「仕事」によるものな

のであろうか。これを明らかにするのが，立法の発案元と志向する利益（一

般的全国的利益か地方特殊利益か）との関係をより詳細に整理分類した表

１６である。第１２議会においては，会期内全立法における上院発案・一般利

益志向立法の比率が増加している（第１０議会の６．８％，第１１議会の３．４％か

ら第１２議会の１７．５％へ）。しかしこれは，上院が一般利益を志向する傾向を

強めたということではない。これは，同会期全立法における上院発案立法

の比率自体が増加したことに伴う「見せかけ」の上昇と解釈するべきであ

る。上院発案立法において一般利益志向法律が占める割合は，第１０議会の

７８．０％，第１１議会の７７．８％に対して第１２議会では８１．１％となっており，そ

の差は３％程度で特筆すべきほどの大きな変化とはいえない。上院発案立

法の内部での一般利益志向法律の比率に大きな変動がない以上，上院の傾

向に変化が生じたとは言えない。そうした変化はむしろ，下院発案の立法

数が減少した（すなわち上院発案立法の比率が増加した）ことの帰結であ

―　　―76449（449）

表１５　一般利益と地方特殊利益の比率の推移（第８～第１３議会）

第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会
　　　３４　　　５６　　　４７　　　８１　　　９６　１４０一　　般 　２２．４　　３２．７　　１１．３　　１４．１　　１７．９　　１４．４　
　１２４　１１５　３６８　４９２　４３９　８３０地方特殊
　　　７７　６７．３　　８８．７　　８５．９　　８１．９　　８５．２　
　　１　　０　　０　　０　　１　　４不　　明
　０．６　　０　　０　　０　０．２　０．４
　２５９　２７１　５１５　６７３　６３６　９７４

合　　計 １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０

（注）上段は法律数，下段は各会期に占める割合。
（出所）筆者算出。



る。

　その下院の動向に目を向けると，第１２議会においては，従前と比較して

全立法に占める下院発案立法の比率が減少している（第１０議会の９１．３％，

第１１議会の９５．６％から７８．４％へ）。同時に，全立法における下院発案・一般

利益志向法律の比率は増加している（第１０議会の７．３％，第１１議会の８．０％
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表１６　一般利益と地方特殊利益の比率（上下院別，第８～第１３議会での変化）

合　計第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会法律の性質発案元

　　１７９　　１３　　３０　　１４　　３９　　３２　　５１
一般利益

上院

　　６．３　　８．１　１７．５　　３．４　　６．８　　　６　　５．２
　（８２．１）　（７６．５）　（８１．１）　（７７．８）　（７８．０）　（８９．０）　（８５．１）

　　３６　　　３　　　７　　　４　　１１　　　３　　　８
地　　方
特殊利益

　１．３　　１．９　　４．１　　１．０　　１．９　　０．６　　０．８
　（１６．５）（１７．６）　（１８．９）　（１２．２）　（２２．０）　　（８．３）　（１３．３）

　　　３　　１　　　０　　　０　　　０　　　１　　　１
不　　明 　０．１　０．６　　０．０　　０．０　　０．０　　０．２　　０．１

　　（１．４）　（５．９）　　（０．０）　　（０．０）　　（０．０）　　（２．７）　　（１．６）

　　２１８　１７　　３７　　１８　　５０　　３６　　６０
小　　計 　７．７１０．６　２１．６　　４．４　　８．７　　６．９　　６．１

（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）

　　２７６　　２３　　２６　　３３　　４２　　６４　　８８
一般利益

下院

　９．８　１４．３　１５．２　　８．０　　７．３　１２．０　　９．０
　（１０．６）　（１６．０）　（１９．９）　　（８．３）　　（８．０）　（１２．８）　　（９．６）

　２３３２　　１２１　　１０８　　３６４　　４８１　　４３６　　８２２
地　　方
特殊利益

　８２．４　７５．１　６３．２　８７．６　８４．０　８１．２　８４．５
　（８９．３）　（８４．０）　（８０．１）　（９１．７）　（９２．０）　（８７．２）　（９０．０）

　　　３　　　０　　　０　　　０　　　０　　　０　　　３
不　　明 　０．１　　０．０　　０．０　　０．０　　０．０　　０．０　　０．３

　　（０．１）　　（０．０）　　（０．０）　　（０．０）　　（０．０）　　（０．０）　　（０．４）

　２６１１　　１４４　　１３４　　３９７　　５２３　　５００　　９１３
小　　計 　９２．３　８９．４　７８．４　９５．６　９１．３　９３．２　９３．８

（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）（１００．０）

　　　１　　　０　　　０　　　０　　　０　　　０　　１
不明 　０．０　　０．０　　０．０　　０．０　　０．０　　０．０　０．１

　２８３０　　１６１　　１７１　　４１５　　５７３　　５３６　９７４
合計 １００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０
（注）各欄の上段は立法数，中段は全立法におけるその比率，下段（カッコ内）
は上下院それぞれにおけるその比率。

（出所）筆者算出。
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から１５．２％へ）。上院の場合とは異なり，下院発案の枠内で見ても，一般利

益志向の法律が占める比率は比較的大きく増加している（第１０議会の８．０％，

第１１議会の８．３％から１９．９％へ）。下院発案立法の比率自体が減少している

中でのこれらの増加は，下院の志向が（単なる「見せかけ」ではなく）実

質的に変化していることを意味している。他方，下院発案立法自体の比率

が減少していることとも相まって，下院発案・地方特殊利益志向の法律の

全立法における比率は第１２議会において大きく減少している（第１０議会の

８４．０％，第１１議会の８７．６％から６３．２％へ）。したがって，比率の上では，第

１２議会を境にして下院では一般利益を志向する傾向が高まりつつあると言

える。第１３議会では「ゆり戻し」も観察されるが（下院発案・一般利益志

向法律の比率は，全立法においては第１２議会の１５．２％から１４．３％へ，下院

発案の枠内では１９．９％から１６．０％へ減少），それでも第８～第１１議会と比較

するとその割合は依然として高い２７）。

　第１２議会前後の下院におけるこうした変化の直接の原因は，下院発案・

地方特殊利益志向として分類される法律の数が，他のカテゴリーのそれと

比べて大きく減少していることにある。そしてその減少の最大の要因は，

学校･教育関係（表２におけるＡ分野）の立法数，なかでも学校の改組や創

設，名称変更に関する立法（表４におけるＡ １，Ａ ２，Ａ ３ ）の数が大きく減

少したことにある。表１７は，学校・教育分野の全立法について，会期ごと

―　　―78447（447）

２７）　フィリピン下院で制定・可決された全国的法案（national bills）と地方的法案
（local bills）の数や比率について触れたものとしては，コロネルとチュアによる研
究がある。両者の研究によれば，全国的立法と地方的立法の比率は第　８ 議会で１９％
対８１％，第　９ 議会で３５％対６５％，第１０議会で２６％対７４％，第１１議会で１６％対８４％，
第１２議会で５９％対４２％となっており，本稿（表１６）よりも地方的立法の比率が抑
えられ，全国的立法の占める割合が高くなっている。コロネルらは「全国的」「地
方的」の分類基準や定義については言及していないが，本稿の数値との間でその
ような違いが出るのは，コロネルらが特定の（地域ではなく）業界を対象とした
法律を「全国的立法」として分類したためではないかと思われる（本稿ではそう
した法律は「地方特殊利益志向」として分類した。注２５参照）。Sheila S. Colonel 
and Yvonne T. Chua, “The Perks of Lawmaking”, in Colonel, Chua, Rimban and Cruz, 
The Rulemakers, pp. １２０–１２３．



の種別（Ａ １～Ａ ４ ）の内訳，立法の性質（一般利益志向，地方特殊利益志

向，後者のうち下院発案のもの）の内訳，全ての下院発案・地方特殊利益

志向法律において学校・教育分野のそれが占める比率をまとめたものであ

る。これによると，その比率は第８議会で４２．１％（８２２件中３４６件），第９議

会で４８．２％（４３６件中２１０件），第１０議会で５８．６％（４８１件中２８２件），第１１議

会で５９．１％（３６４件中２１５件）にも上っていた。つまりこの期間，下院が発

案した地方特殊利益志向法律のうちの４割から６割が，学校の改組や創設，

名称変更に関する法律で占められていたことになる。これらは，（第８議

会における病院・医療関連法律と並んで）民主化後しばらくの間，有権者

への「目に見える利益誘導・サービス」として，議会政治家から重宝され

てきたわけである。ところが第１１議会から第１２議会にかけて，同分野の立

法数は全体で２１７件から１７件へ，下院発案・地方特殊利益志向のものに限る

と２１５件から１６件へと，１９９件も減少している。これは同期間での全ての下

院発案・地方特殊利益志向法律の減少数２５６のうちの７７．７％に相当する。そ

してその比率も第１２議会で１４．８％（１０８件中１６件），第１３議会で１４．０％（１２１

件中１７件）にまで低下した。下院発案・地方特殊利益志向法律を占めるカ

テゴリーの数と比率が大きく減少したこと，これが下院の傾向の変化を促
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表１７　Ａ分野立法数の会期別変動
計第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会小　分　類
　５３０　　１　　４　１０８　１４６　　９５　１７６学校の創設Ａ １
　３５２　　７　　９　１０５　１２０　　９０　　２１学校の改組Ａ ２
　１９８　　７　　２　　１　　１４　　２６　１４８学校の名称変更Ａ ３
　３１　　２　　２　　３　　９　　６　　９教育政策・その他Ａ ４
１１１１　　１７　　１７　２１７　２８９　２１７　３５４計
　２４　　０　　１　　２　　７　　７　　７一般利益志向

内訳 １０８７　　１７　　１６　２１５　２８２　２１０　３４７地方特殊利益志向

１０８６　　１７　　１６　２１５　２８２　２１０　３４６うち下院発案・地方
 特殊利益志向（ａ）

４６．１１４．０１４．８５６．０５８．６４８．２４２．１ａ / ∑

２３５２　１２１　１０８　３８４　４８１　４３６　８２２全ての下院発案・地方
特殊利益志向法律（∑）

（出所）筆者算出。
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した最大の要因であった。

　これに対して，他の立法分野の増減具合は，第１２議会前後の下院におけ

るこうした変化を説明する要因にはなっていない。表１８は，立法数が比較

的多い分野（Ｂ＝地方政府関連，Ｃ＝病院・医療，D＝操業認可，Ｑ＝通

商産業）のそれぞれについて，表１７同様に会期ごとの立法数，その性質

（一般利益志向，地方特殊利益志向，後者のうち下院発案のもの）の内訳，
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表１８　Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｑ分野立法数の会期別変動
計第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会法　　　律
　２７３　　３９　　１５　　６３　　４３　　４０　　７３地方政府関連（計）

Ｂ

　１３　　　０　　０　　２　　５　　０　　６一般利益志向
内
　
訳

　２６０　　３９　　１５　　６１　　３８　　４０　　６７地方特殊利益志向

　２５９　　３８　　１５　　６１　　３８　　４０　　６７うち下院発案・地方
特殊利益志向（ｂ）

１１．１３１．４１３．９１６．８　７．９　９．２　８．２ｂ / ∑（％）
　３９９　　６　　６　　０　　２５　　３３　３２９病院・医療（計）

Ｃ

　　２４　　３　　４　　０　　５　　６　　６一般利益志向
内
　
訳

　３７５　　３　　２　　０　　２０　　２７　３２３地方特殊利益志向

　３７４　　２　　２　　０　　２０　　２７　３２３うち下院発案・地方
特殊利益志向（ｃ）

１６．０　１．７　１．９　　０　４．２　６．２３９．３ｃ / ∑（％）
　３９２　　１３　　３０　　４１　１２８　１２８　　５２操業認可（計）

Ｄ

　　０　　０　　０　　０　　０　　０　　　０一般利益志向
内
　
訳

　３９０　　１３　　３０　　４１　１２８　１２８　　５０地方特殊利益志向

　３９０　　１３　　３０　　４１　１２８　１２８　　５０うち下院発案・地方
特殊利益志向（ｄ）

１６．７１０．７２７．８１１．３２６．６２９．４　６．１ｄ / ∑（％）
　１２８　　３　　２４　　３５　　１８　　２３　　２５通商産業（計）

Ｑ

　５１　　１　　４　　８　　４　　１５　　１９一般利益志向
内
　
訳

　７７　　２　　２０　　２７　　１４　　８　　６地方特殊利益志向

　５６　　１　　１６　　２４　　６　　７　　２うち下院発案・地方
特殊利益志向（ｑ）

　２．４　０．８１４．８　６．６　１．２　１．６　０．２ｑ / ∑（％）

２３３２　１２１　１０８　３６４　４８１　４３６　８２２下院発案による全ての地方
特殊利益志向法律（∑）

（出所）筆者算出。
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および全ての下院発案・地方特殊利益志向法律において当該分野のそれが

占める比率をまとめたものである。上記４分野のうち，第１１議会から第１２

議会にかけての期間でその比率が比較的高いのはＢ・Ｄ・Ｑ分野であるが，

これらの分野での下院発案・地方特殊利益志向の法律数の減少が，全ての

分野でのそれの増減に与えた影響はそれほど大きくない。Ｂ分野での増減

数（４６減）は後者の増減（２５６減）の１８．０％，Ｄ分野（１１減）とＱ分野（８

減）についてはそれぞれ４．３％，３．１％にしか相当しない。

　同時に，表１８からは，下院発案による地方特殊利益のトレンドの変化も

掴むことができる。上述のように，第８議会ではＡ・Ｃの両分野が，第９

議会から第１１議会まではＡ分野が下院における地方特殊利益志向型法律の

主流であったが，第１２議会になるとＤ・Ｑ・（Ａに次いで）Ｂ分野の順に多

くなり，第１３議会ではＢ分野が約１／３を占めるようになっている。また，

表１２において，第１１議会から第１２議会にかけて立法数を増加させている数

少ない分野であるインフラ関連（Ｅ）と司法・治安関連（Ｇ）についてはどうか。

この２分野における立法動向を，表１７　･ １８と同じ要領で分類したものが表

１９である。これによると，下院発案・地方特殊利益志向法律におけるＥ分

野の比率は高まり，第１２・１３議会ではともにＢ分野に次ぎそれぞれ５番目

と２番目となっている。他方，立法数の増加具合は顕著であるものの，Ｇ

分野の法律が下院発案・地方特殊利益志向法律に占める比率は，第１２議会

に関するかぎりそれほど高くはない。分野の性質上，地方特殊利益よりも
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２８）　司法・治安関連（Ｇ）分野において，筆者が地方特殊利益志向として分類したも
のの全てが，地方（州・市）における裁判所の設置に関するものである。ところ
で，国内におけるイスラム武装過激派組織アブサヤフ（Abu Sayyaf）問題を抱え
るフィリピン政府は，特に２００１年　９ 月のアメリカ同時多発テロ事件以降，アメリ
カとの政治的･軍事的関係を強化してきた。フィリピン政府が，同年末の米軍によ
るアフガニスタン攻撃に際しフィリピン空軍基地を中継地として使用することを
認めたこと，２００３年　３ 月のイラク攻撃に際して即座に全面的支持を表明したこと，
同年後半にはイラクへの平和維持活動・復興部隊を派遣したこと，そしてこれら
の「見返り」としてアメリカからフィリピンへの軍事･経済援助が増額されたこと
などがその事例である（ただしイラクでフィリピン人出稼ぎ労働者誘拐事件が発 →
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全国的・一般的利益を志向した法律の割合が他分野よりも高いからである２８）。

そのため第１１議会から第１２議会にかけてのＧ分野の立法数増加は，むしろ

同会期間における一般利益志向法律の数と比率を押し上げる方向に作用し

ているといえよう。

む　　す　　び

　以上本稿では，民主化以降のフィリピン議会の立法活動について，法律
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表１９　Ｅ・Ｇ分野立法数の会期別変動
計第１３議会第１２議会第１１議会第１０議会第９議会第８議会法　　　律
　７６　　１７　　１６　　　８　　　２　　１０　　２３インフラ関連

Ｅ

　１３　　０　　２　　２　　０　　４　　５一般利益志向
内
　
訳

　６３　　１７　　１４　　６　　２　　６　　１８地方特殊利益志向

　６３　　１７　　１４　　６　　２　　　６　　１８うち下院発案・地方
特殊利益志向（ｅ）

　２．７１４．０１３．０　１．６　０．４　１．４　２．２ｅ / ∑（％）
　　５９　　１５　　１９　　１　　　９　　１０　　５司法・治安

Ｇ

　　４１　　５　　１１　　１　　９　　１０　　５一般利益志向
内
　
訳

　　１８　　１０　　８　　０　　０　　０　　０地方特殊利益志向

　　１８　　１０　　８　　０　　０　　０　　０うち下院発案・地方
特殊利益志向（ｇ）

　０．８　８．３　７．４　　０　　０　　０　　０ｇ / ∑（％）

２３３２　１２１　１０８　３６４　４８１　４３６　８２２下院発案による全ての地方
特殊利益志向法律（∑）

（出所）筆者算出。

生したため，フィリピン政府は２００４年　８ 月で部隊をイラクから撤退させている）。
フィリピン軍と米軍の合同軍事演習（「バリカタン」）も実施され，フィリピンは
アメリカ主導の「テロとの戦い（the War on Terrorism）」の一翼を担っているとい
える。こうしたことから，第１２議会以降に司法・治安関係の立法が増加したのは，
テロ対策に関連する立法が増加したからではないかと予想されたが，同分野の法
律を検討したところ，そのような結論は得られなかった。第１２議会以降に制定さ
れた同分野の全ての一般利益志向法律（上下院発案，１６件）のうち，テロ対策関
連のものは第１３議会制定の RA９３７２「テロリズムを定義し，その活動を防止制圧す
る制度的メカニズムを構築し，刑罰を規定する法律」（上院発案）　１ 件のみであっ
た。

→
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の種類（分野）と数量，利益の方向性，発案元，およびそれらの会期間で

の連続と変化に焦点を当て分析してきた。それをマクロ的・ミクロ的とい

う２つの比較の視点からまとめると，次のようになる。

　まずマクロ的視点で，すなわちマルコス体制以前と以後という２つの民

主体制間について比較する。民主化以降の第８議会から第１３議会において，

法律の主たる発案元は下院であり，全立法における下院発案のそれの割合

は９割にも上っている。また，法律の多く（約８割）は個別の地方・業

界・企業への適用や利益配分を目的とした地方特殊利益志向型のものであ

る。これらの傾向については戒厳令体制以前の１９３５年憲法民主体制下と基

本的に同様であり，連続性が指摘できる。

　次にミクロ的な視点，すなわち民主化以降の第８～第１３議会における会

期間について比較を行うと，第一に指摘できるのは，立法数が第８議会を

頂点としてほぼ一貫して減少傾向にあるということであった。本稿では全

立法を２２の分野に分類したが，そのほとんどが立法数を減少させていた。

しかし減少のペースは決して一様・均等ではなく，学校･教育や医療･病院

といった立法数の多い分野ほど減少の幅は大きかった。その結果，第１２議

会以降は，それ以前と比較して，各分野間での比率の均衡化が進んだ。第

二に，第１２議会以降，下院発案による一般利益志向型法律の比率が高まり

つつある。もっともこれは，下院が一般利益を志向し始めたというよりも，

地方特殊利益志向型法律を制定する傾向を減じたことの帰結であり，この

意味で反射的･間接的なものであった。したがって，少なくとも第１２議会の

時点では，下院の利益の志向性が変化しつつあるとまでは言えず，第１４議

会以降の動向も視野に入れながら検討する必要があろう。
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